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第４章 計画の策定・推進 
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No. 事業名 事業内容 担当課 

21 子ども相談アプリ 

児童生徒用タブレットパソコンや個人のスマ

ートフォン等から、チャット形式で悩みをカ

ウンセラーに相談することができる子ども相

談アプリ「ねりまホッとアプリ＋(プラス)」

により、児童生徒が相談できる環境を整えま

す。 

学校教育支援センター 

22 
子どものＳＯＳ 

教育 

自殺予防をテーマに、「ＳＯＳの出し方に関

する教育の推進について」と題した東京都作

成の動画教材等を活用した授業を行います。

また、授業を実施する教員の専門性を高める

ために、生活指導担当者連絡会において、教

員向けゲートキーパー養成講座を実施しま

す。 

教育指導課 

保健予防課 

23 

スクールカウンセ

ラーおよび心の 

ふれあい相談員の

配置 

区立小中学校に、児童および生徒の臨床心理

に専門的な知見を有するスクールカウンセラ

ーを配置するほか、スクールカウンセラーの

職務を補完するため、心のふれあい相談員を

配置し、いじめや不登校等の未然防止、改善

および解決ならびに学校内の教育相談体制等

の充実を図ります。 

学校教育支援センター 

24 
産後ケア事業の 

充実(再掲） 

助産師のいる施設で母子ショートステイ（宿

泊）や母子デイケア（日帰り）、産後ケア訪

問（助産師による家庭訪問）により、育児相

談や授乳相談などを受けることができる事業

を実施しています。高まる利用者ニーズに応

えるため、実施事業者数を拡充するなど今後

も事業の充実を図ります。 

健康推進課 

25 
当事者参加型 

講演会 

区民を対象とした精神保健講演会に依存症等

の当事者も招き、体験者としての講話の講演

会を実施します。また、講演会を通して相談

窓口の紹介も行います。 

保健相談所 

26 

相談窓口への同行

等による切れ目の

ない支援の実施 

複数の問題を抱えた区民や外国人からの相談

に対し、まずは相談を受けた職員がその人の

話を聞きとり、悩みを受け止め、その窓口で

できる支援を行います。必要に応じて適切な

次の相談窓口へ同行するなどにより着実につ

なぎ、関連部署が連携して支援を行います。 

保健予防課 

27 
自殺防止キャンペ

ーン等 

９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月

間に、自殺予防に関する普及啓発活動を実施

します。 

保健予防課 

保健相談所 
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（４）計画の推進 

本計画では、施策ごとに評価指標を設定しており、定期的に達成状況を把握します。 

計画の進行管理に当たり、総合的かつ効果的に施策を推進するため、ＰＤＣＡサイクルを

活用します。また、計画期間中における社会情勢等の変化にも柔軟に対応し、各施策へ反映

するとともに、健康づくりに係る新たな課題についても解決に向けて取り組みます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 
検証・評価結果を 

次期計画に生かす 

Ｃｈｅｃｋ（検証・評価） 

 
Ｐｌａｎ（計画） 

計画の策定 

Ｄｏ（実行） 
目標達成へ向け 

取り組む 

指標の達成状況を 

評価する 

100 

 

１ 計画の策定・推進 

（１）練馬区健康実態調査の実施 

本計画の策定に当たり、区民の健康づくりに対する意識や健康状態等を把握するため、令

和５年度に20歳以上の区内在住者3,000人を対象として、練馬区健康実態調査を実施しまし

た。 

 

【調査期間】 

令和５年11月１日～11月15日 

【有効回収票数および回収率】 

1,314人（有効回収率43.8％） 

 

（２）健康推進協議会の開催 

学識経験者、医療関係団体、福祉関係団体、事業者関係団体、公募区民により構成される、

「練馬区健康推進協議会」では、「練馬区健康づくりサポートプラン」の進捗状況の点検や

施策の評価等を行っています。計画内容について広く意見を聴きながら検討を行いました。 

 

（３）区民意見反映制度（パブリックコメント）の実施 

【意見募集期間】 

 令和６年12月11日～令和７年１月15日 

【周知方法】 

・ ねりま区報への掲載 

・ 区ホームページへの掲載 

・ 区民情報ひろば、区民事務所（練馬を除く）、図書館（南大泉図書館分室を除く）、 

健康推進課、保健相談所での閲覧 

・ 区立小中学校の児童・生徒用タブレットパソコンの「ブックマーク」から閲覧、児童

館での閲覧 

・ 関係団体等への説明 

【意見件数】 

26件（17名）うち子どもからの意見は12件（11名） 
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第５章 前回計画の評価 各種データ 
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